
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
号

内
閣
法
制
局
設
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
法
制
局
設
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
第
一
部
の
所
掌
事
務
等
）

第
一
条
　
第
一
部
に
お
い
て
は
、
内
閣
法
制
局
設
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
他
の
部
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

第
一
条
の
二
　
第
一
部
に
憲
法
資
料
調
査
室
を
置
く
。

２
　
憲
法
資
料
調
査
室
に
お
い
て
は
、
第
一
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
憲
法
調
査
会
が
憲
法
調
査
会
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
報
告
及
び
同
調
査
会
の
議
事
録
そ
の
他
の
関
係
資
料
の
内
容
の
整
理
に
関
す
る
事
項

二
　
前
号
に
規
定
す
る
報
告
に
関
す
る
補
充
調
査
に
必
要
な
資
料
の
収
集
に
関
す
る
事
項

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項

３
　
憲
法
資
料
調
査
室
に
室
長
を
置
く
。
室
長
は
、
命
を
受
け
て
憲
法
資
料
調
査
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

（
第
二
部
の
所
掌
事
務
）

第
二
条
　
第
二
部
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
内
閣
（
内
閣
官
房
（
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
及
び
内
閣
人
事
局
に
限
る
。
）
、
内
閣
府
及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
を
除
く
。
）
、
内
閣
府
（
公
正
取
引
委
員
会
及
び
金
融
庁
を
除
く
。
）
、
デ
ジ
タ

ル
庁
、
法
務
省
、
文
部
科
学
省
、
国
土
交
通
省
又
は
防
衛
省
の
所
管
に
属
す
る
事
項
そ
の
他
第
三
部
又
は
第
四
部
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
係
る
法
律
案
及
び
政
令
案
の
審
査
及
び
立
案
並
び
に
法
第
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

の
う
ち
内
閣
法
制
局
長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
第
三
部
の
所
掌
事
務
）

第
三
条
　
第
三
部
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
主
と
し
て
内
閣
官
房
内
閣
人
事
局
、
金
融
庁
、
総
務
省
（
公
害
等
調
整
委
員
会
を
除
く
。
）
、
外
務
省
若
し
く
は
財
務
省
又
は
会
計
検
査
院
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
係
る
法
律
案
及
び
政
令
案
の
審
査
及
び
立
案
に
関
す
る
事
項

二
　
条
約
案
の
審
査
に
関
す
る
事
項

三
　
法
第
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
長
官
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の

（
第
四
部
の
所
掌
事
務
）

第
三
条
の
二
　
第
四
部
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
内
閣
官
房
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
、
公
害
等
調
整
委
員
会
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
又
は
環
境
省
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
係
る
法

律
案
及
び
政
令
案
の
審
査
及
び
立
案
並
び
に
法
第
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
長
官
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
所
掌
事
務
に
関
す
る
特
例
措
置
）

第
四
条
　
長
官
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
、
一
の
部
の
所
掌
に
属
す
る
法
律
案
若
し
く
は
政
令
案
の
審
査
及
び
立
案
又
は
条
約
案
の
審
査
に
関
す
る
事
務
を
他
の
部
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
長
官
総
務
室
の
所
掌
事
務
）

第
五
条
　
長
官
総
務
室
に
お
い
て
は
、
内
閣
法
制
局
に
関
し
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
事
項

二
　
長
官
の
官
印
及
び
局
印
の
管
守
に
関
す
る
事
項

三
　
各
部
の
所
掌
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
項

四
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
及
び
保
存
に
関
す
る
事
項

五
　
内
閣
法
制
局
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
事
項

六
　
内
閣
法
制
局
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
項

七
　
職
員
の
人
事
、
厚
生
及
び
教
養
訓
練
に
関
す
る
事
項

八
　
予
算
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項

九
　
法
令
の
編
集
そ
の
他
資
料
の
整
備
に
関
す
る
事
項

十
　
法
令
の
周
知
徹
底
そ
の
他
情
報
宣
伝
に
関
す
る
事
項

十
一
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
各
部
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項

（
長
官
総
務
室
の
内
部
組
織
）

第
六
条
　
長
官
総
務
室
に
総
務
主
幹
一
人
を
置
き
、
内
閣
法
制
局
事
務
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

２
　
総
務
主
幹
は
、
命
を
受
け
、
長
官
総
務
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

３
　
長
官
総
務
室
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
長
官
総
務
室
に
総
務
課
及
び
会
計
課
を
置
く
。

４
　
総
務
課
に
お
い
て
は
、
長
官
総
務
室
の
所
掌
事
務
の
う
ち
会
計
課
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

５
　
会
計
課
に
お
い
て
は
、
長
官
総
務
室
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
前
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

６
　
各
課
に
課
長
を
置
く
。
課
長
は
、
命
を
受
け
て
課
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

第
六
条
の
二
　
長
官
総
務
室
に
、
調
査
官
一
人
及
び
公
文
書
監
理
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
つ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
置
く
。
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２
　
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
長
官
総
務
室
の
所
掌
事
務
の
う
ち
重
要
事
項
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

３
　
公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
長
官
総
務
室
の
所
掌
事
務
の
う
ち
公
文
書
類
の
管
理
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
の
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
関
す
る
重
要
事
項
に
係
る
も
の
に
参
画
し
、
関

係
事
務
に
関
し
必
要
な
調
整
を
行
う
。

（
内
閣
法
制
局
長
官
秘
書
官
）

第
七
条
　
内
閣
法
制
局
に
内
閣
法
制
局
長
官
秘
書
官
一
人
を
置
く
。

２
　
内
閣
法
制
局
長
官
秘
書
官
は
、
長
官
の
命
を
受
け
、
機
密
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
参
事
官
の
定
数
）

第
八
条
　
内
閣
法
制
局
参
事
官
は
、
第
一
部
、
第
二
部
、
第
三
部
及
び
第
四
部
に
置
き
、
そ
の
数
は
、
兼
職
者
を
除
き
、
各
部
を
通
じ
、
二
十
四
人
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
職
員
の
行
政
組
織
上
又
は
そ
の
他
の
公
の
名
称
）

第
九
条
　
法
及
び
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
外
、
内
閣
法
制
局
に
置
か
れ
る
職
員
に
関
す
る
行
政
組
織
上
又
は
そ
の
他
の
公
の
名
称
は
、
長
官
が
定
め
る
。

（
実
施
規
程
）

第
十
条
　
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
外
、
法
の
施
行
に
関
し
必
要
な
細
目
は
、
長
官
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
施
行
の
日
（
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
一
月
二
〇
日
政
令
第
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
七
月
三
一
日
政
令
第
二
二
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
七
月
九
日
政
令
第
二
四
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
一
月
一
二
日
政
令
第
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
六
月
一
二
日
政
令
第
一
八
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
四
月
一
六
日
政
令
第
一
四
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
六
月
二
六
日
政
令
第
二
六
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
一
二
月
二
三
日
政
令
第
三
八
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
九
月
一
八
日
政
令
第
三
〇
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
一
月
一
六
日
政
令
第
三
四
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
八
月
三
一
日
政
令
第
二
六
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
四
月
二
七
日
政
令
第
八
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
二
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
二
四
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
四
月
二
日
政
令
第
七
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
政
令
第
二
八
二
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
五
月
二
七
日
政
令
第
一
八
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
金
融
監
督
庁
設
置
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
六
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
二
六
日
政
令
第
二
三
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
五
日
政
令
第
三
九
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
八
月
一
三
日
政
令
第
二
五
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
二
〇
日
政
令
第
二
〇
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
六
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
二
八
日
政
令
第
三
七
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
政
令
第
一
二
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
九
日
政
令
第
二
〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
正
取
引
委
員
会
を
内
閣
府
の
外
局
に
移
行
さ
せ
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
二
五
日
政
令
第
五
五
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
十
一
条
中
内
閣
法
制
局
設
置
法
施
行
令
第
五
条
の
改
正
規
定
及
び
同
令
第
六
条
第
五
項
の
改
正
規
定
（
「
前
条
第
六
号
」
を
「
前
条
第
七
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
　
公
布
の
日

二
　
第
十
一
条
中
内
閣
法
制
局
設
置
法
施
行
令
第
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
条
第
五
項
の
改
正
規
定
（
「
前
条
第
六
号
」
を
「
前
条
第
七
号
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
一
月
二
五
日
政
令
第
三
五
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
政
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
五
日
政
令
第
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
二
日
政
令
第
一
九
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
一
四
日
政
令
第
二
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
及
び
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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